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最近の道内経済産業動向
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●個人消費は緩やかに持ち直している
��月の大型小売店販売額 (全店) は､ 前年比���％増と�カ月連続で前年を上回った (百

貨店：同���％増､ スーパー：同���％増)｡ 消費税増税前の駆け込み等もあり､ 年末年始商戦
を始めとして高額商品は引き続き好調に推移｡ ただし､ 日用品などでは依然として節約志向
が根強い模様｡ ��月の乗用車新車販売台数 (含む軽) は､ 同����％増と	カ月連続で前年を
上回った｡
●住宅建築は弱含んでいる､ 公共工事は持ち直しのテンポが高まっている

新設住宅着工戸数 (��月) は､ 前年比���
％増 (�����戸) とカ月ぶりに増加｡ もっとも､
��－��月累計では前年同期比▲���％と､ 消費税増税前の駆け込み一段落等から弱含んでいる｡
設備投資は､ 小売業やエネルギー関連等での投資増がみられ､ 非製造業を中心に持ち直して
いる｡ 公共工事請負金額 (��月) は､ 前年比����％増と�カ月連続で増加 (��－��月累計：前
年同期比����％増)｡

●生産は持ち直しつつある
鉱工業生産 (��月) は､ 前月比���％上昇と�カ月ぶりに前月を上回った｡ 在庫調整により

鉄鋼 (同▲���％)､ 金属製品 (同▲���％) などが低下｡ 半面､ 一部工場が定期修理明けで通
常生産に戻った窯業・土石製品 (同���％上昇)､ パルプ・紙・紙加工品 (同���％上昇)､ 年末商
戦需要により水晶振動子 (携帯電話向け) が増
産となった電気機械(同���％上昇) が上昇した｡
●輸出は拡大している

通関輸出額 (��月) は､ 前年比�
��％増と��

カ月連続で前年を上回った｡ 品目別にみると､
サウジアラビア向け天然ガスパイプライン用鋼
管が増加した鉄鋼 (同���倍)､ ベトナム向けホ
タテや中国向けサケが増加した魚介類・同調製
品 (同����％増) などが全体を押し上げた｡

●観光は回復している
国内客が中心となる来道者数 (��月) は､ 前

年比���％増と��カ月連続で前年を上回った｡
また､ ��月の外国人入国者数 (速報値) は､ 同
����％増と��カ月連続で増加｡

●雇用情勢は持ち直しのテンポが高まっている
��月の有効求人倍率 (パート含む常用) は､

前年比����ポイント上昇の��
�倍と��カ月連続
で前年実績を上回った｡ 新規求人数 (同) は前
年比����％増｡

(出所) 函館税関

� TU�V9 調査ニュース ������

通関輸出額の推移

����年の通関輸出額は､ ����	億円 (前年比�
��％増)
と統計開始 (�	�	年) 以来最高額を更新｡ 中国､ ベト
ナム向けホタテが増加した魚介類・同調製品､ 北米向
けが好調な自動車部分品､ 韓国向け合成樹脂原料など
が倍増した化学製品などが全体をけん引した｡
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(億円)

(前年比･％)

通関輸出額

年

▲

前年比､％ (右目盛)



�����

道産清酒の供給量(課税移出数量※)は一貫して減少基調で推移してきましたが､����年度は増加
に転じ､底打ちの兆しが見られるようになりました｡道産の酒造好適米(酒造に適した米＝酒米

さかまい

)の開
発による品質向上や官民挙げての消費拡大運動に加え､供給する酒造メーカー側では販路拡大に向け
て､様々な取り組みが行われています｡ (※) 酒税法上の用語で､製造場から外部に移出された数量を指す｡

道産清酒供給量は��年ぶりに増加
国内における清酒の販売 (消費) 量は､

����年度が���千� (前年度比▲���％) とな
り､ ��年前 (����年：			千�) と比べて��

％減少しています｡ 人口減少､ 消費者の嗜好
や食生活の多様化､ アルコール飲料の多様化､
若年層を中心とした清酒離れ・低アルコール
志向の強まり､ 健康志向によるワインや焼酎
へのシフトなど､ 様々な要因が需要の減少に
つながっていると考えられます｡ 道内販売
(消費) 量においても同様の傾向がみられ､
����年度が�
��千� (前年度比▲���％) と､
��年前 (�
��千�) 比で��％減少しています
(図表�)｡ なお����年度は前年度を僅かなが
ら上回りましたが､ これは､ 東日本大震災後
の復興支援要因 (東北地方産地酒の消費増加)
が関係していると考えられます｡
次に供給側から統計を見てみましょう｡

����年度における清酒の供給量 (課税移出数
量) をみますと､ 国内は�	�千� (前年度比▲
���％) と減少傾向に歯止めがかかっていませ
ん｡ そうした中､ 道内では���千� (前年度比
���％増) となり､ 長らく続いた減少基調から
脱し､ ��年ぶりに増加に転じました (図表)｡

道産酒米の誕生で質・ブランド力とも向上
反転の背景にはいくつかの要因が考えられ
ますが､ その一つが道産酒米の開発と使用率
拡大です｡ かつて道内には､ 酒造りに適した
米がなく､ ｢山田錦｣ を始めとする府県産の
酒米が原料に使われていました｡ そうした中､
���	年には道産初の酒米 ｢初

はつ

雫
しずく

｣ が誕生｡ そ
の後も道立農業試験場 (現・道立総合研究機
構) による研究が進み､ ｢吟風

ぎんぷう

｣ (����年)､
｢彗星
すいせい

｣ (����年) といった､ 品質面で府県産
米と肩を並べる酒米が開発されました｡ 道内
酒造メーカーが原料として使用する酒米のうち､

図表� 清酒販売 (消費)量の推移

(出所) 国税庁

図表� 清酒供給量 (課税移出数量)の推移

(出所) 国税庁

図表� 道内酒造メーカーの道産酒米使用率

(注�) 使用する酒米に占める道産米の割合｡
(注�) 酒造年度は､ 当年�月～翌年�月｡
(出所) 北海道酒造組合
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需要拡大に向けて知恵を絞る道内酒造業界

(千�) (千�)

(千�) (千�)

年度

▲

年度

▲

道内(左目盛)

全国(右目盛)

全国(右目盛)

道産清酒(左目盛)
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｢彗星｣ 誕生

｢吟風｣ 誕生

酒造年度
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道産米の使用率は����酒造年度で����％ (����
酒造年度：����％) まで高まっており (図表
�)､ 米・水ともに道産原料で造られた清酒
は､ 名実ともに北海道の地酒として､ その味
わいはもとより､ ブランド力の向上にもつな
がっています｡

｢酒チェン｣ 運動も需要拡大に寄与
また､ ����年度には､ 北海道酒造組合とホ

クレンが､ 道産清酒・酒米の道内消費拡大を
目指す運動 ｢酒チェン｣ (購入する酒や使用
する酒米を都府県産から道産にチェンジする
意) を立ち上げました｡ 北海道や経済団体､
酒販店などと連携し､ オール北海道態勢で､
様々な	
活動が展開されており､ 道産清酒の
需要拡大を後押ししています｡ ����年度には､
道産清酒を取り扱う飲食店向けに“北海道の
お酒あります”と記載した専用の木製看板を
作製｡ 店頭に看板を掲げる店舗数は現在､ 約
���店にまで増えています｡ 道産清酒を気軽
に飲める環境も整ってきており､ 道産清酒を
指定して飲む顧客も少なくないようです｡ もっ
とも､ 道内清酒販売 (消費) 量 (����年度：
約��千�) と道内向け道産清酒供給量 (同：
約�千�) を比べると､ 道内で消費される清
酒のうち､ 道産清酒が占める割合は､ まだ��

％にとどまっており､ まだまだ“酒チェン”
の余地は大きいと言えるでしょう｡

道産清酒を地域活性化に活かす
道内の各酒造メーカーや､ 各地域などでは､
道産清酒の需要拡大に向けた取り組みや､ 地
域独自の地酒で地域活性化を図ろうとする取
り組みが活発化しています｡ 前述した ｢酒チェ
ン｣ もその一つですが､ 例えば､ 札幌市では､
北海道フード・コンプレックス国際戦略総合
特区 (フード特区) の取り組み強化の一環と
して����年度､ 海外バイヤー向けに､ 今後の
輸出増加が期待できる道産清酒の販促事業を
予算化し､ ブランド力の向上に向けた支援を
行う予定としています｡ 一方､ 道内各酒造メー
カーでは､ 原料米に占める道産酒米の使用率
をさらに高めることによる道産ブランド力強
化に加え､ ｢吟醸・純米・本醸造｣ といった
特定名称酒など高付加価値商品の強化 (国内
大手メーカーなどの大量流通酒との差別化)
を図っています｡ また､ 酒蔵での見学コース

｢さっぽろ雪まつり｣ 会場内での北海道地酒��ブース
(����年�月・北海道酒造組合)

設置､ 資料館や試飲ブース・売店の充実など
による観光客の誘引にも力を入れています｡
さらに､ 酒造メーカーが立地していない地域
に目を向けますと､ 苫小牧や江別､ 十勝地域
などでは､ 地元で栽培した酒米と地元の水で
独自の地酒を造り (製造は酒造メーカーに委
託)､ 特産品に育てることによって､ 農業と
の連携や観光産業の活性化を図る取り組みも
多くみられます (図表)｡

政府も清酒の輸出拡大を後押し
国内の清酒消費市場が縮小傾向にある中､
輸出による海外需要の取り込みに力を入れる
酒造メーカーも増えてきました｡ 海外では日
本文化の浸透もあり､ 清酒は世界各国で愛飲
されるようになっています｡ こうした中､ 清
酒は､ 政府の ｢日本再興戦略｣ においても､
クールジャパン推進の一環として､ 輸出促進
品目の一つとして取り上げられるなど､ 国の
成長戦略上､ 重要な位置づけになっています｡

本道の気候や食べ物に適したものとして造
られ､ 受け継がれてきた道産清酒｡ 食を中心
とした北海道ブランドが世界から注目される
今､ 道産清酒が海外を含めて道内外で広く認
知・愛飲されるようになり､ 道内清酒業界お
よび関連産業を始め､ 広く地域経済の活性化
につながることが期待されます｡

(黒瀧 隆司)

※本誌のバックナンバー ｢����年��月号｣ では､
道産ワインの話題 (｢道内外から注目を浴びる
北海道産ワイン｣) を取り上げています｡ 合わ
せてご覧ください｡

� ����� 調査ニュース ������



図表� 道産清酒の需要拡大に向けた取り組み事例､ 地域活性化に向けた地酒活用事例

取組主体・地域等 内 容

団
体
等
の
取
り
組
み
例

道 内

・北海道酒造組合とホクレンは､ 道産清酒と道産酒米の道内消費拡大を目指す運動を､ ｢酒チェ

ン｣ と銘打って����年度に立ち上げ｡ 北海道や経済団体､ 酒販店､ 飲食店などと連携し､

オール北海道態勢で道産米を原料とした道産清酒の需要拡大に取り組んでいる｡

道 内

・北海道酒造組合に加盟する道内酒造メーカー��社のうち�社が共同で､ 道産酒米を使った

日本酒や焼酎など道産酒約�千本を､ ��年�月から台湾の大手高級百貨店向けに輸出｡ ��

～��月に販売会を実施し､ 市場調査を行った (旺盛な購買力を確認)｡

札 幌 市

・札幌市は���	年度､ 北海道フード・コンプレックス国際戦略総合特区 (フード特区) の取

組み強化の一環として､ 海外バイヤー向けに､ 輸出有望な道産清酒の販促事業を実施予定｡

ブランド力向上に向けた支援を行う｡

個
社
別
の
取
り
組
み
例

札 幌 市

・日本清酒㈱は､ 高付加価値商品に注力｡ 特定名称酒の�～
割に道産酒米を使用｡ また､

本社・工場隣接地には酒の資料館 ｢千歳鶴酒ミュージアム｣ を設置｡ 酒造りを観光客誘致

にも活かしている｡

小 樽 市
・田中酒造㈱は､ ����年に観光客誘致策として酒蔵を改装｡ ����年頃から清酒の原料を道産

米���％に切り替えた｡

旭 川 市

・高砂酒造㈱は､ 道産酒米の使用割合を現在の約�割から徐々に高める考え｡ 特定名称酒

(生産量全体の約
割) で差別化｡ 輸出 (販売量の約�割) には��年以上前から取り組み､

増加傾向｡

釧 路 市

・福司酒造㈱は､ 国内唯一の坑内掘り炭鉱・釧路コールマインの坑道で熟成させた清酒 ｢海

底力 (そこヂカラ)｣ を､ ���年以降毎年販売｡ 炭鉱の存続や地域活性化に役立てるのが狙

い｡

栗 山 町

・小林酒造㈱は､ ����年にガイド付の酒蔵見学コースを設置し､ 事務所だった建物を ｢北の

錦記念館｣ (資料展示館兼売店) としてオープン｡ また､ ����年の新酒から清酒の原料を道

産米���％に切り替えた｡

増 毛 町

・国稀酒造㈱は､ 地元産酒米を全量買い上げし､ 原料米に占める地元産酒米の割合を徐々に

高めている｡ また､ 同酒造の地酒ファン約���人によるファンクラブ ｢国稀倶楽部｣ の札幌

支部が����年�月に設立され､ 道産清酒の魅力ＰＲにも寄与｡

地
域
の
取
り
組
み
例

奥 尻 町
・奥尻町は､ ���	年から島内で酒米 ｢吟風｣ を作付けし､ わき水を使った地酒づくりを開始

する (委託製造)｡ 地元産原料を用いた特産品開発で､ 農業と観光の活性化につなげる｡

江 別 市

・農家や酒販業者らが ｢江別の米で酒を造ろう会｣ を����年に結成｡ 地元産酒米 ｢彗星｣ を

原料に特別純米酒 ｢瑞穂のしずく｣ を製造 (委託製造)｡ ����年度の販売量は約�千� (前

年度比�％増) に｡

苫小牧市

・道中小企業同友会苫小牧支部は､ ����年から地酒 ｢美苫 (びせん)｣ を販売｡ 酒米 ｢彗星｣

は厚真町の契約農家が栽培し､ 水は樽前山の伏流水が原水となる苫小牧の水道水を利用

(委託製造)｡ ����年まで��年間の累計出荷本数は約��万本 (一本����換算) に｡

ニセコ町

・���	年に酒米生産者
戸で生産組合を発足｡ 地元産酒米 ｢彗星｣ を原料に特別純米酒 ｢蔵

人衆 (くらびとしゅう)｣ を製造 (委託製造)｡ 地元ＪＡや観光協会､ 商工会なども支援組

織を立ち上げ､ 町をあげて販促活動を展開している｡

十勝地域

・����年�月､ 産学官の�機関・団体が地酒文化復活と新産業創出､ 地域活性化を目指し

｢とかち酒文化再現プロジェクト｣ を立ち上げ｡ 音更町の深層地下水と同町産酒米 ｢彗星｣

を原料に､ 純米吟醸酒 ｢十勝晴れ｣ を製造 (委託生産) し､ ��年から販売｡

(出所) 新聞報道､ 関係先へのヒアリングをもとに㈱道銀地域総合研究所作成
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耐震改修促進法の改正で迫られる事業者の対応

�����

昨年��月に施行された ｢改正耐震改修促進法 (以下､ 改正法)｣｡ 一部の大規模建築物では耐
震診断義務が発生しています｡ 実は､ その対象施設における今後の行方を注目する必要があり
ます｡ 以下では､ 改正法の概要とともに､ その注目すべき理由について解説します｡

一部の建築物に耐震診断実施を義務化
国内では､ 南海トラフにおける海溝型地震を
はじめとした巨大地震発生の切迫性が指摘され
ています｡ このような巨大地震が発生した場合､
被害規模は東日本大震災を上回るとも言われて
います｡ そこで政府は､ 建築物の地震に対する
安全性の向上を更に促進するため､ 昨年��月に
｢改正耐震改修促進法 (以下､ 改正法)｣ を施行
しました｡
改正法を受けて､ ����(昭和��) 年�月��日
以前に建築確認を受けた建築物 (注) のうち､
“大規模建築物 (図表	)”の所有者は､ 耐震
診断を実施したうえで､ その結果を所管行政庁
に報告する義務が発生します｡
一部報道によると､ 改正法を受けて耐震診断
の実施・報告義務が発生する道内民間建築物は､

図表� 耐震診断が義務付けられる建築物等

�������	
����������������������� 

◆不特定多数の者が利用する大規模建築物
〈対象建築物〉
病院､店舗､旅館等…階数�以上かつ床面積の合計�����㎡以上
体育館………………階数�以上かつ床面積の合計�����㎡以上

◆避難確保上特に配慮を要する者が利用する大規模建築物
〈対象建築物〉
老人ホーム等………階数�以上かつ床面積の合計�����㎡以上
小学校､ 中学校等…階数�以上かつ床面積の合計�����㎡以上
幼稚園､ 保育所……階数�以上かつ床面積の合計	����㎡以上

◆一定量以上の期限物を取り扱う大規模な貯蔵場等
〈対象建築物〉
危険物貯蔵場等……階数�以上かつ床面積の合計�����㎡以上

(敷地境界線から一定距離以内に存ずる建築物に限る)

!����	"#$%��������&'()*+,��� 

◆緊急輸送道路等の避難路沿道建築物(自治体が避難路を指定)
〈対象建築物〉
倒壊した場合において､前面道路の過半を閉塞する恐れのある建築物

◆防災拠点建築物(都道府県が指定)
〈対象建築物〉
庁舎､ 病院､ 避難所となる体育館など (旅館､ ホテルなども避難所
として位置づけは可能)

(注) 旧耐震基準 (本文注釈参照) により建築確認を受けた建
築物に限る｡

(出所) 国土交通省

�

施設程度と報じられています｡ 具体的な対象件数は非公表となっていますが､ 用途別では､
ホテル・旅館､ 私立学校､ 病院､ 大規模商業施設などが多いと予想されます｡
(注) ����(昭和��) 年�月��日までの適用耐震基準を ｢旧耐震基準｣､ �月	日以降を ｢新耐震基準｣ と呼ぶ｡ なお､

改正法では､ 新耐震基準によって建築確認を受けた建築物を耐震診断義務対象としていない｡

補助制度の拡充により耐震化を促進
一般的に､ 延べ床面積��


㎡規模の建築物

を耐震診断するには､ �

万円前後という多額

な費用が必要と言われています｡ そこで政府

は､ 今回の改正法に合わせて耐震診断及び耐

震改修費用の補助制度を拡充しました (図表

)｡ ただ､ 補助部分の一部を負担するか否か

は､ 道及び道内各市町村 (自治体) に判断が

委ねられているため､ 本稿執筆時点では本補

助制度の内容は流動的です｡ 仮に自治体にお

いて補助制度を創設すれば､ 耐震診断の実施

が義務付けられた施設の場合､ 耐震診断費用

は最大で全額､ 耐震改修費用は最大で�分の�

の補助を受けられる可能性があります｡ また､

図表� 改正後の補助制度概要

�������	

①自治体による補助が無い場合 ②自治体による補助がある場合

国
	
�

事業者
�
�

国
	
�

地方
	
�

自治体が支援策を整備してい
ない場合でも国単独で	
�の
補助を行う

※自治体が国と同額の補助を
行うことによって､ 全額公
費負担とすることが可能

��
����	

①自治体による補助が無い場合 ②自治体による補助制度がある場合

国
		��％

事業者
��％

国
	
�

地方
	
�

事業者
	
�

自治体が支援策を整備してい
ない場合でも国単独で		��％
の補助を行う 国

�
�

事業者
�
	�～
	
�

※都道府県により法で避難所
等に位置付けられれば､ 国
費による補助率を�
�に拡充

(注�) 本制度は要緊急安全確認大規模建築物に対するものであり､
避難路沿道建築物や避難拠点の場合は補助率が異なる｡

(注�) 自治体が補助制度を整備している場合､ 自治体の補助
割合により事業者負担割合が異なるため留意が必要｡

(出所) 国土交通省
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耐震改修を実施した事業者に対しては､ ｢耐震改修によって取得した建築物等の取得価額のう

ち��％の特別償却｣ ｢建築物に対する固定資産税額の半額減免措置｣ などの税制優遇措置も設

けられる見通しです｡

早急に耐震診断を行い診断後の計画策定を
改正法では､耐震診断義務が発生した民間建

築物の診断結果について､インターネット等で

一般向けに公表すると定めています(図表�)｡

｢不特定多数の方が利用する大規模建築物｣

の場合､ 報告期限は来年 (����年) ��月末と､

残り�年を切りました｡ 所有者は診断結果を

受けて､ 何らかの具体的な対応策を示す必要

があります｡ なぜなら､ 現行の耐震基準を満

たさない施設であることが一般世間の目に触

れると､ 利用者離れにつながることが想定さ

れるためです｡

延べ床面積�����㎡規模の大規模建築物の

場合､ 耐震診断の結果が出るまでには�～	

カ月程度を要すると言われており､ 対象施設

に対する今後の対処方針を策定するために残

された時間はかなり少ないと指摘できます｡

図表� 耐震診断から公表までの流れ

すなわち､ 耐震診断義務を負う施設の所有者は､ 早期の診断着手が求められるとともに､ ある

程度の耐震診断結果を見越した対処方針の策定も同時並行で進めていく必要があると考えられ

ます｡ 今後の対処方針とは､ 耐震改修費用と当該施設が生み出す収益計画をふまえたうえで､

①耐震改修､ ②建て替え・移転､ ③売却､ ④新たな土地の有効活用 (建築物と土地の所有者が

同一の場合) などの選択肢を検討することです｡ これは所有者側からすると､ 当該施設運営の

根幹に関わる判断が迫られると解釈できます｡

また､ 対処方針策定とその実行までの時間を考慮し､ 施設利用者に対する巨大地震の発生可

能性や地盤強度なども含めた総合的なリスクの説明準備や､ 工事完了までの間における最悪の

事態を想定した避難経路の再検討､ そして､ ＢＣＰ (事業継続計画) の策定など､ 少しでも利

用者に安心感を与えるための対応策が必要となってくると想定されます｡

北海道は､ 国内他地域と比べて地震発生のリスクが低いと言われる地域ですが､ 万が一､ 建

築物が地震により倒壊した場合､ ライフラインである道路が塞がり支援物資が運べなくなるな

どの二次被害発生の危険性も想定しておかなければなりません｡ また､ 耐震診断義務を負う施

設が､ 地域の経済・教育・社会福祉という各方面で重要な役割を担う存在であることも想定さ

れます｡ つまり､ 耐震化という課題は所有者だけに帰属するものではなく､ 当該施設が所在す

る地域全体で共有すべき課題なのです｡ 国や自治体による支援は勿論のこと､ 当該施設の関係

者や周辺住民なども高い関心を持って見守っていく必要があると考えられます｡

今こそ､ 地震による被害を最小限に抑えるための地域づくりが求められているのです｡

(���
�����山岸 義明)
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(出所) 国土交通省

【報告期限】
● 病院､ 旅館などの不特定多数の
方が利用する大規模建築物など
(����年��月��日まで)

● 避難路沿道建築物､防災拠点建築物
(自治体が定める日まで)

【公表方法】
● 病院､ 旅館などの不特定多数の方
が利用する建築物等は用途ごと

● 避難路沿道建築物､ 防災拠点建
築物は報告期限ごと

にとりまとめて､ インターネット等により公表

【公表内容】
● 建築物の概要(名称､位置､用途等)
●耐震診断の結果
●耐震改修等の予定

(耐震改修の指導・助言)

耐震診断の実施

結 果 の 報 告

と り ま と め

結 果 の 報 告

耐震診断結果の公表

所

有

者

所

管

行

政

庁
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〈本誌の無断転用､ 転載を禁じます〉
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都心部でのデモの様子とデモグッズを売る屋台
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